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実施目的

１ 実施目的・内容
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実施概要

「屋島」において、これまでの屋島活性化に向けた事業の推進により、観光入込客数の回復、増加が見込まれるようになった中、屋島山上と山麓と

を結ぶ交通手段は、現在は、自家用車や観光バスを主体とした自動車交通と、ＪＲ屋島駅、琴電屋島駅を発着地とするシャトルバス（屋島山上線）が

主要交通となっている。現状でも、最盛期には、屋島山上観光駐車場において入庫待ちが発生し、渋滞が生じるなどしており、今後、観光需要の増大

に伴い、課題が更に大きくなり、観光需要の取りこぼしの発生や、観光入込客数の拡大の機運に頭打ちが生じること、また、渋滞発生に伴う観光満足

度の低下が、懸念されるところとなっていることから、これらに対応し、かつ、屋島の実情に見合った、交通渋滞の緩和策や新たな交通手段等の導入

について模索、検討するため、必要となる基礎的情報について調査した。

◯屋島山上地区の観光動態の現況整理
▹屋島山上地区に来訪する観光客の観光特性を既往データ(駐車場の出・入庫台数データ、シャトルバス乗客数等)及びビックデータ(人流デー
タ)により把握。

▹屋島山上に来訪した観光客に対して、屋島山上へのアクセスや山上周遊の交通手段に関する問題点・課題などについてのアンケート調査を実
施。

◯屋島山上地区及び山麓地区の現況交通課題等の整理
▹交通課題への対応策として、施工等を行う場合に制約条件となる、法的規制を整理。
▹周辺交通状況として、屋島周辺の国道・県道の交通量や公共交通機関の便数や時刻表を収集・整理。
▹交通課題や問題点の要因や特徴を整理。

◯交通手段・対応策の整理
▹山上へのアクセスについて、先進的な取り組みや特徴的な取り組みを行っている他都市の事例を整理。
▹屋島山上・山麓間における交通課題への対応として交通手段・対応策を洗い出し、整理。
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• 既往データ（山上駐車場の入出庫データ、シャトルバスの乗降者数等）を整理し、5月(GW)・8月(お盆)・10、11月(行楽シーズン)・1月(三が
日)の来訪者が多いことを把握した。

• 山上駐車場の入出庫が多い日を対象とし、人流データから山上地区の来訪者数や年代、来訪者が多い時間帯を整理し、滞在時間が60分以上の来
訪者が約6割を占めており、年代別では、夕方・夜間に20～40代の来訪者が多い傾向があることを把握した。

人流データ（KDDI Location Analyzer） 屋島山上の時間帯別年代別来訪者数

山上駐車場 月別平日・休日別利用台数

２ 屋島山上地区の観光動態の現況整理

屋島山上地区の観光客の観光特性の把握

人流データ（KDDI Location Analyzer） 屋島山上の滞在時間割合
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出典：技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」
※auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、
個人を特定できない処理を行って集計しております。

出典：技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」
※auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、
個人を特定できない処理を行って集計しております。
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屋島山上地区に来訪された観光客に対し、屋島山上へのアクセスや山上周遊の交通手段に関する問題点・課題をアンケートした。アンケートは季
節性を考慮し、春（令和6年5月3日(金祝)）・夏（令和6年8月11日(日祝)）・秋（令和6年11月3日(日祝)）・冬（令和7年1月2日(木)）の計4回実
施した。

２ 屋島山上地区の観光動態の現況整理

屋島山上及び山麓の交通手段に関するアンケートの実施

目的

屋島山上までの交通手段

山麓から山上へのアクセスにおける課題・問題点

■課題・問題点ありのうち■課題・問題点の有無

課題・問題点
あり
27.7％

問題点なし・意見なし
72.3％

スカイウェイ
について
54.5％

駐車場について
18.2％

公共交通について
7.4％

登山道（遍路道）について
3.2％

スカイウェイ以外の周辺
道路について

9.1％

次世代モビリティについて
1.0％

その他について
6.6％

・渋滞発生が課題
・歩行者・自転車が危険 など

・駐車場内の混雑
・精算機や出口ゲートの混雑 など

・バスの本数が少ない など

・国道11号からの案内がわかりづらい など
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３ 屋島山上地区及び山麓地区の現況交通課題等の整理

屋島における法的規制等の整理

• 文化財保護法
史跡天然記念物指定区域となっており、地形の変更（掘削、切土、盛土等）、建築物等の新築は原則認められていない。

• 自然公園法
瀬戸内海国立公園第２種特別地域であり、工作物（駅舎等建築物、支柱など）の新築等の行為を行う場合に規制がある。

• 森林法
保安林に指定されている区域があり、森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されている。

• 都市計画法
特定用途制限地域、一般・環境保全型に該当することから、建築物の階数、容積率、建ぺい率等の制約がある。

屋島周辺の交通状況の整理

• 屋島の一日の交通量において、外周の県道屋島停車場屋島公園線は、10,000台/日未満であるが、東西の幹線道路である、
国道11号は20,000台/日以上、県道牟礼中新線は、10,000台/日以上となっている。

• 公共交通状況において、屋島山上シャトルバスは、平日6便、土日祝10便となっている。
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３ 屋島山上地区及び山麓地区の現況交通課題等の整理

①繁忙期において、屋島山上観光駐車場の容量不足

繁忙期においては、来訪者の多くが60分以上滞在する傾向があり、駐車場の容量不足とともに、駐車場精算機

が１台しかないことから出庫待ちが発生し、満車状態の速やかな解消ができないため、入庫ゲート前の渋滞を引

き起こしている。それに伴い、シャトルバスが時刻どおり到着できない問題も生じている。

②シャトルバスの継続的な運行が困難となる可能性

運転手不足や働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の影響を受けている。また、シャトルバスの利用者

数が多くなく、収益性に課題がある。

③屋島山上へのアクセスが登山道（徒歩のみ）、屋島スカイウェイ（徒歩以外）に依存

平成１６年にケーブルカーが廃止となった経緯があることや、新たな交通手段の導入は、屋島特有の法規制上

の制約がある。

現況交通課題



４ 交通手段・対応策の整理
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